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12 月 教 育 委 員 会 会 議 録 
 
          日時：平成２７年１２月２４日  午前１０時 
          場所：山口県教育庁教育委員会室     

 

教 育 長 

 

 

 

 

高校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

  

 ただいまから１２月の教育委員会会議を開催いたします。最初に本

日の署名委員の指名を行います。山縣委員と宮部委員、よろしくお願

いします。それでは、報告事項１について、高校教育課から説明をお

願いします。 

 

それでは私から、「平成２８年３月新規高等学校等卒業予定者の就

職内定状況等」について御説明をさせていただきます。配布資料２ペ

ージを御覧ください。 

 まず、求人・求職・就職内定状況についてです。山口労働局発表の

１０月末日現在の数値により報告をさせていただきます。Ａの求人数

につきましては、４，７６７人で、昨年同期に比べ１２．６％の増と

なっております。それからＢの求職者数につきましては、３，２１７

人で、昨年同期に比べ、１．９％の増となっております。この結果、

Ｃの求人倍率でございますが、１．４８倍であります。 また、Ｅの就

職内定率は８７．１％で、昨年同期に比べて、２．３ポイントの増と

なっております。この値は、現在の形で統計を取り始めた平成７年度

以降最高の値でございます。 

 それから３ページには平成２５年度以降の「就職内定率の月別推

移」と「未内定者の月別変化」をそれぞれグラフでお示ししておりま

す。本年度１０月末現在の未内定者は昨年度に比べ、６３人ほど減少

をしております。 

 ４ページには支援内容をまとめております。年度当初から、関係機

関と連携をしまして、「ガイダンスの充実」、「求人開拓の強化」、

「マッチングの促進」これらを３つの柱とする就職支援対策を進めて

いるところでございます。引き続き、未内定者への就職相談や生徒の

希望に応じた求人開拓等を積極的に行いまして、就職を希望する生徒

全員の内定に努めてまいりたいと思っております。 

 次に、５ページでございます。特別支援学校高等部生徒への就職支

援についてでありますが、（１）の表に１０月末日現在の内定状況等

をお示ししておりますが、就職希望者８０人のうち、内定者は、１７

人となっております。今後とも、関係機関と連携をして、現場実習を

繰り返し実施するなど、マッチングの促進を図りながら、内定につな

げてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

 ただいま高校教育課から報告事項１について説明がありましたが、

御意見や御質問がありましたらお願いいたします。 
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１つ、気になる数値があるので教えてください。数だけ見ると県内

就職希望者数の方が県外就職希望者数より多いんですが、前年同期比

では県内就職希望者が－０．６％、県外就職希望者が１３．５％とな

っていますよね。 

たまたま大学の同窓会のお世話をしているんですが、なかなか山口

県に帰ってくれないということで、だんだん人数が減ってきておるん

です。それで、周南なんかでも高校卒の方は非常にたくさんいらっし

ゃるんですが、県外就職希望者数が増えているのは、今年だけのこと

なのか、ずっとそういう傾向にあるのか、その辺をちょっとお聞きし

たい。 

 

高校生の就職につきまして、県外就職を希望する者の割合や実人数

が少し増えてるということについてのお尋ねであるかと思います。 

高校生の県内就職の割合は、例年、だいたい８０％前後という状況

でございます。 

今年度は、８０％に若干届いていないところですが、その原因とし

ては、色々な見方があるとは思いますけれど、例えば、今のように景

気が好調の状況では、県外の大手企業等が非常に良い労働条件等を提

示するというようなこともございまして、そうした中で県外への希望

者が若干増加するというのはあるかと思います。 

県内の地域によっても、就職については差があるような状況でござ

いまして、今御指摘いただきました周南地域においてはだいたい９０

％を超えるような県内就職の率が出ております。一方で、特に隣の広

島県近辺ですね、それから福岡県近辺におきましては、県内就職の比

率が若干低い状況が認められます。 

とはいえ、県内定住の視点からも県内就職を選択していただけるよ

う、今後も県としては積極的に取組を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 

他にありませんか。どうぞ。 

 

内定率も大事だと思うんですけれども、仕事を続けることが大切だ

と思いますので、そのお子さんにあっているような仕事とか、やりた

い仕事とかに就けているかというところが大事だと私は思いました。 

ただ、内定をもらうことだけを目標にするのではなく、その子にち

ゃんとあった仕事に就けるよう支援していくことが大事だと思いま

す。そのためにはお子さん自身が、やりたいことをはっきりと持てる

ような学校教育や、また、自分はできるんだという自己肯定感を持っ

て仕事に就くことができるような教育が大切だと思います。 

初任の頃はどの職業についても大変だと思うので、それを乗り切れ
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るぐらいのやりがいとか、やる気とかがあるようなお子さんを育てた

いなと感じました。 

 

ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 

 

先ほど言われたように就職率も大事だと思うんですが、問題はいか

にその企業に定着するかということが一番だろうと思います。 

中々、仕事の悩みというのは、外からでは理解しにくいと思うんで

すが、それは今のキャリア教育とか企業訪問とかを続けていく中で、

しっかりと理解していただくと共に、カウンセリング等も色々と行っ

ていただいて、就職先に定着出来るよう取り組んでいただけたらと思

います。 

 

はい、ありがとうございます。どうぞ。 

 

私は、大学に務めているんですが、高校生の県内就職の比率を見る

と高いなという気がするんです。大学ではですね、こんなに高いのは

考えられない。経済学部が一番県内の出身者が多くて、大体３０％ぐ

らいの学生が県内出身者なんですけれども、この３０％の内ですね、

多分２０％にいかない十数％の学生しか県内に就職してないと思いま

す。それは仕事がないから就職できないんですね。やっぱり基本的に

は仕事を作らないと、難しいということだと思います。 

国は国立大学に対して、県内就職の促進ということで現状の１０％

ぐらいを数年後に達成しなさいというように指示を出しているんです

けれども、本当にそういうふうにできるのかなと思っています。なぜ

かと言うと、要するに就職口がないんですね。そのため、いくら言っ

ても、なかなか対処が難しい状況です。 

 

はい、ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 

高校生の県外進学、それから県内就職、共に大きな課題があると思

うんです。同じことが大学にとっても言えるんだろうと思います。や

っぱり今、中田委員さんからお話がありましたように、企業が少ない

というのもあります。今後も是非、色々なことを考えながら、県内進

学、県内就職を進めていきたいと思いますので、またよろしくお願い

したいと思います。 

それでは、この件につきましては、報告のとおり承りたいと思いま

す。次に、報告事項２について、学校安全・体育課から説明をお願い

します。 

 

それでは、平成２７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査にお

ける山口県の公立学校の結果について、御報告させていただきます。 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、６ページを御覧ください。「２の調査の概要」でございます

が、本調査は平成２０年度から文部科学省により実施されているもの

で、本年１０月からはスポーツ庁に所管が移行されております。 

調査は、平成２７年４月から７月末までに行うこととされておりま

して、調査日は各学校が設定しております。 

調査対象は、国立、公立、私立の小学校５年生及び中学校２年生、

特別支援学校小学部５年生及び中学部２年生でございます。調査方式

は、平成２２年度、２４年度は抽出調査でございましたが、平成２５

年度からは悉皆調査となっております。調査事項は、実技８種目と運

動習慣、運動に対する意識等の質問紙調査でございます。 

「調査学校数及び児童・生徒数」は、「３の表」にお示ししている

とおりでございます。なお、資料に掲載の全国の数値は国立、私立を

含む数値になっておりますが、本県の数値につきましては公立校のみ

の数値となっております。 

次に、「４の児童・生徒の体格の状況」でございますが、すべての

調査対象において、身長・体重とも全国の平均値を下回っています。

また、本県の前年度との比較では、大きな変化はなく、ほぼ同程度で

あると考えております。 

７ページを御覧ください。「５の児童・生徒の体力の状況」につい

て御説明いたします。（１）体力合計点でございますが、これは体力

調査８項目について、それぞれ１０点満点という形で得点化したもの

を合計したものでございます。この度の調査では、体力合計点は、す

べての調査対象において、全国平均値をやや下回りました。 

前年度との比較では、小５女子は０．２ポイント上回りましたけれ

ども、小５男子、そして中２男女は、０．３ポイント下回っておりま

す。また、これまでの体力合計点の推移これにつきましては、下の方

に折れ線グラフでお示ししておりますように、全体的に伸び悩みの傾

向が見られております。 

小５女子はほぼ同程度で推移しておりますが、小５男子はやや低下

傾向にあります。そして、中２男子は平成２４年度からやや低下傾向

が見られ、中２女子は平成２４年度から３年連続伸びてまいりました

けれども、本年度は、昨年度を下回りました。 

８ページを御覧ください。（２）体力調査各項目の状況について説

明いたします。この図は、各調査項目の全国平均値に対する相対的な

位置を示したものでございます。全国平均値を５０としております。 

平成２７年度の調査結果では、敏捷性、これの指標であります「反

復横とび」そして持久力の指標であります「20mシャトルラン」、そし

て「持久走」が、すべての調査対象で、全国平均値を上回っておりま

す。その一方で、柔軟性の指標である「長座体前屈」及び筋力の指標

であります「握力」については、依然、全国平均値を下回っており、

特に長座体前屈については全国平均値との差が大きく、課題があると
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考えております。 

９ページを御覧ください。「６の運動習慣の状況」でございます。

上のグラフにお示ししておりますように、児童生徒の１週間の総運動

時間数は、すべての調査対象で全国平均値を上回りました。 

次に、下の方のグラフに１週間の総運動時間別の生徒の割合をお示

ししております。縦軸は、生徒の人数の割合、横軸は運動時間を示し

ております。柱状グラフは、山口県の割合でございます。折れ線グラ

フは、全国の割合を示しております。 

課題となっております運動習慣の二極化についてですが、「１週間

の総運動時間」に関して、６０分未満の生徒の割合が、前年度と比較

して女子は減少しており、全国平均値との比較では、男女とも「６０

分未満」の生徒の割合が低くなっております。これは、小学生も同様

の傾向がみられます。 

次に、１０ページを御覧ください。今回の調査結果からは、山口県

の子どもたちは、昨年と同様、運動習慣について、全国に比べ高い傾

向にあることがわかりました。これは、各学校の運動機会の増加をめ

ざした重点的な取組や家庭・地域との連携の成果であるととらえてお

ります。 

課題としては、体力の総合的な指標であります「体力合計点」が、

ここ数年やや伸び悩んでいることや、体力要素でみますと特に柔軟性

が低い状態にあることから、より効果的な体力向上に向けた取組が必

要であると考えております。 

そこで今後、各学校の取組の良いところを引き続き継承していきな

がら、特に低い状況にある「柔軟性の向上」を共通課題といたしまし

て、市町教育委員会と連携して、すべての小中学校で年間を通じ、柔

軟性を高める取組を推進してまいりたいと考えております。 

具体的には、現在、各学校で作成しております「体力向上プログラ

ム」の内容を見直しまして、柔軟性の向上に向けた具体的な運動メニ

ューを授業等に取り入れ、バランスのとれた体力向上に取り組んでま

いりたいと考えております。 

さらに、山口県では得意な分野として、持久力などがございますの

で、こうした点は、引き続き「１校１取組」等の学校の特色ある取組

を通じ、しっかり伸ばしてまいりたいと考えております。 

 

ただいま学校安全・体育課から報告事項２について説明がありまし

たが、御意見、あるいは御質問等ありましたらお願いいたします。 

 

調査対象には、特別支援学校も入ってるんですけれども、ここに出

ている数字とかパーセントには、特別支援学校の生徒はどのような形

で入っているんでしょうか。一般の学校の生徒と一緒になって数値に

表れているのか、その辺をちょっとお伺いしたいなと思います。 
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特別支援学校についても数値の中に入っているのかということです

ね。はい、これは入っております。 

 

これは、どれくらいの割合で入ってるんでしょうか。 

あと、全国のぶんも全部入ってるんですか。 

 

はい、悉皆調査となりますので、全てが入っております。 

ただ、調査項目によっては、対象の種目を行うことができないケー

スも考えられますので、単純に学校数全てとは言えない可能性があり

ます。なお、特別支援学校の生徒の割合についてでございますが、小

学校５年生、中学校２年生をトータルいたしますと、全体の０．４％

ぐらいになります。 

 

よろしいですか。他に何かありましたら。はい、どうぞ。 

 

９ページの下の方の表なんですが、運動時間が１，８００とか２，

０００時間を超えるようなお子さんについて私はびっくりしました。

プロを目指しているようなお子さんなのでしょうか。どのような調査

をされたのか教えてください。 

後、小学校５年生と中学校２年生しか調べられていないようです

が、やっぱり小さい頃からの習慣に繋がりますので、もっと低学年か

ら調べて、早くから対応していった方がいいんじゃないかなとも感じ

ました。休み時間における運動の習慣とか、小学校１、２年生の、ま

だ勉強に余裕があるような時期から先生が促してあげられたら、また

変わってくるかなと感じました。 

 

一週間の合計運動時間についてでございますけれども、これは、対

象の児童生徒に対して、質問紙形式で一週間の運動時間の調査を行っ

たものとなります。 

それから調査対象についてですけれども、こちらは児童生徒の体力

の低下が見られる中で、全国一律で小学校５年生と中学校２年生を対

象に悉皆調査をやっております。なお、これと並行いたしまして、山

口県では、抽出調査となりますが、小学校１年生から高校３年生まで

のデータを各学校から上げていただく形で、独自の調査を実施してお

ります。 

 

他にないですか。はい、どうぞ。 

 

結果を見ると山口県では持久力、敏捷性が優れている一方で、柔軟

性が落ちているということですが、小中学生の場合、持久力や敏捷性
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というのは、遊びの中からでも伸びてくることがあるわけですね。 

これに対して柔軟性というのは、わざわざしなくては中々伸びない

んですが、柔軟性を伸ばすような運動は、小学校のスポーツ少年団に

所属している子ども達や、部活をしている中学生とかはその活動の中

で少しは行っているかもしれませんが、そうじゃない子どもたちは多

分体力テストの時しかやらないんじゃないのかな。 

こうした活動を生活の中にいかに組み入れるか、ということについ

て、今後、年間を通して取組を進めるということですが、今までも数

値が落ちている中、この数年間、どのような取組をされてこられたの

か、という点についてお聞きしたいと思います。 

 

宮部委員さんから御指摘いただきましたように、調査項目８項目の

中で持久性の項目やボール投げの項目については、子どもたちの日々

の運動習慣との関連が高いと言われております。そうしたことを考え

ますと、山口県の子どもたちは、日々の運動の時間が長いというこ

と、学校外での運動を積極的にやっているということなどが持久性の

高さとして表れているのかなとも思っております。 

一方で御指摘にありましたように柔軟性につきましては、持久力な

どと違い、伸ばすためにある程度、狙って取り組んでいかなければな

らないという項目でございます。 

また、柔軟性と運動習慣の関連性を見ますと、その関連性があんま

り高くない。運動している子は柔軟性が高く、運動してない子は柔軟

性が低い、といったような関連はあまり見えないという特徴がござい

ます。 

我々といたしましても、これまで柔軟性が落ちていることは課題と

して捉えておりましたので、柔軟性を高める運動について、ビデオ教

材等を作成して各学校に配布しております。 

また、保健体育の指導力の優れた先生方を指導教諭として各学校に

派遣し、各学校での授業の改善などについてのアドバイスを行っても

らっているところでございます。 

そうした中で柔軟性についてもしっかり課題として取り組んで参り

ましたが、柔軟性についての調査結果が高まっていないということ

は、学校での取組は不十分だったのではないかというふうに考えてお

ります。今後は、これまでの取組を踏えまして、柔軟性を１つの大き

な課題と捉えて、それぞれの授業、そして色々な形で行われる体育的

な活動の場面で、これまで配布した資料等も参考にしていただきなが

ら、児童生徒の柔軟性を高められるよう取り組んでいって参りたいと

考えております。 

 

私も小学校から今までずっと体が硬いんですが、柔軟をするだけだ

と、やっぱり楽しくないんですよね。それを楽しくやれる手法が、何
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か作戦でもあれば良いんじゃないかなと思います。 

私は、このように体も硬いので怪我もよくしました。スポーツの時

に怪我をしないということで、是非とも柔軟性の方もよろしくお願い

したいと思います。 

 

柔軟性については、確かに意識して取り組んでならなきゃならない

という項目でございます。そしてまた、例えば成人になりますが、腰

痛症などは、股関節の柔軟性辺りが非常に影響しているところでござ

いまして、その面で言うと小学校の低学年から中学校、高校へと発達

段階を踏まえながら、柔軟性に対する取組を積極的に進めて行く必要

があると思っております。 

この点については、小学校において、大学の専門の先生方とタイア

ップいたしまして、柔軟性を高める体操を今年度中に作成し、各学校

に紹介して参りたいと考えています。 

そうした取組を進めて行く中で、子どもたちの柔軟性は高まるでし

ょうし、その必要性をしっかり理解することによって、将来に渡っ

て、例えば加齢による腰痛であるとか、柔軟性の欠如によるロコモテ

ィブシンドロームなどの防止に繋がると考えております。 

大切なことは、そうしたものを継続していくということではないか

と思っております。数値的なものも大切でございますが、意識として

それが大切なことだと自覚して、子どもたちが将来に渡って健康づく

りにしっかり取り組んでいけるようにするという、そうした視点を失

わずにやっていきたいと考えております。 

 

私が子どもの頃は、例えば夏休みなんかでラジオ体操をやったり、

あるいは普段の学校の生活の中でも、朝集まって校庭でラジオ体操を

やったりするような機会が多かったと思うんです。 

今でもそういう毎日１回くらいは皆で、あるいは部分的に、例えば

クラスごとに集まってとか、そういう形でもいいと思うんですけれど

も、一緒に運動するという習慣はあるんでしょうか、学校の方で。 

 

各学校では、それぞれの実態に応じた取組をしていただいていると

ころです。また、今回の体力テストなどの結果については、全ての学

校で把握をしております。 

その結果を踏まえまして各学校では、各学校独自の「１校１取組」

により、休み時間等の時間を課題となっている部分、例えば、握力で

あったりとか敏捷性であったりといったものについて、それを伸ばす

ための運動を取り入れたプログラムを学校の中でやっていくようにし

ております。その際は、県教委から学校へと必要な資料を提供させて

いただき、各学校はそれらを活用しながら、実態に応じた取組をして

いくという形で工夫をしております。 
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そして、さきほど申し上げましたけれども、各学校では、年間を通

じた計画として「体力向上プログラム」というものを作成しており、

これを活用しながら、学校の生徒の実態に応じた取組を進めてもらう

形としているところです。 

 

学校というのは、運動ばっかりやっているわけじゃなくて、勉強の

方も行いますよね。おそらく勉強の方が主だと思うんですけれども、

それとのバランスですよね。勉強もやらないといけないし、運動もや

らないといけない。あるいは人間の訓練といいますか、規律みたいな

ものも学ばないといけない。だから、標準的なものというのも大事だ

と思うんですけれども、さっき言われましたように、その学校にとっ

て、ここが長所であるとか短所であるというような特徴があると思う

ので、それらに基づいた個別具体的な方針を持って取組を進められた

ら、それでいいんじゃないかと思います。 

９ページの、ものすごく運動を行うことが悪いこととは全く思わな

いんですけれども、運動時間が極端に多い人たちがおられますよね。

この人たちの場合、１日に平均５時間も６時間も運動をしているとい

うことになりますよね。もちろん家庭であるとか、子どもさんの方向

性の話ですから、別に否定はしないんですけれども、一方で全く運動

をしない人もいるので、その辺りのバランスをもうちょっと考える必

要はあるのかなと思います。 

 

はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。 

 

さきほど体操を考えられていると言われたんですけれども、体操じ

ゃなくてダンス的なものの方がお子様に受入れられやすいんじゃない

かと思ったんですが、どうでしょうか。 

運動会とかでもラジオ体操だと皆さんやる気なくされていても、出

し物である妖怪のダンスとかそういうのは、お子さんたちも皆ノリノ

リで出来るんですよね。体育の授業でも、最近ヒップホップなんかの

ダンスを取り入れるようになってきたということなので、そういう柔

軟性を活かせるダンスなんかを行うのも１つの方向じゃないかなと思

いました。 

 

はい、ありがとうございます。はい。 

 

はい、ありがとうございます。さきほど申し上げました体操の中に

もリズムを加えたダンス的な要素を取り入れたものを作成中でござい

まして、生徒たちがよりやる気を持って実践できるような工夫をして

いるところです。こうした事柄についても各学校に情報の提供を行

い、使っていただければと思っております。 
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９ページの表の下のグラフは、１週間の総時間数ですかね。だから

２４０分ということは４時間、週に４時間ということですね。１日平

均すれば１時間ということでしょうか。 

 

７日間の平均となります。 

 

７日間の平均ね。はい、よろしいでしょうか。それでは、この件に

つきましては、報告のとおり承りたいと思います。 

続いて、協議事項に入ります。協議事項１について、高校教育課か

ら説明をお願いします。 

 

それでは私から協議事項「主権者教育に係る手引き「高等学校等に

おける主権者教育の推進に向けて」（案）」について御説明をさせて

いただきます。 

 このことにつきましては、７月の教育委員会会議におきまして、県

教委において高等学校等における主権者教育の教員用の手引きを作成

することを御報告し、９月の教育委員会会議等では、本手引きの内容

について御協議をいただきました。 

 その後、本手引きの内容につきましては、１２月県議会の文教警察

委員会でも御協議いただいたところでございますが、本日は、その最

終的な案につきまして、御協議をお願いしたいと考えております。 

お手元の方には、別冊として、案の本体をお配りしておりますけれ

ども、ページ数も多いため、その概要について議案資料の１４ページ

に記載をさせていただいております。 

まず、１の作成の趣旨についてでございますけれども、本手引き

は、１８歳選挙権の実施に伴い、主権者教育の一層の充実を図ること

が必要となる中、本県では高等学校等の主権者教育を「積極的に」

「効果的に」そして「公正に」という姿勢のもとで推進するために作

成をするものでございます。 

次に、内容と特徴についてでございますけれども、第１章は、別冊

資料では１ページから９ページに当たりますので、合わせて御覧をい

ただければと思います。第１章は主権者教育を「積極的に」推進する

ために、１８歳選挙権に対応した、本県における主権者教育の今後の

方向性を示しております。 

この第１章は、国の副教材「私たちが拓く日本の未来」の内容を踏

まえたものでございますが、特徴としましては、枠囲みの中にありま

すように、主権者教育を進める際の４つの視点①～④を示して、学校

の教育活動全体を通じて推進することとしているものであります。 

このうち、①の「知識・概念を習得する」、つまり選挙や政治に関

する基礎的な知識・概念を習得させるような学習は、これまでも学校
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教育の中で行われてきたものであります。また、④の「投票に向けて

準備する」ための取組としては、選挙管理委員会や選挙啓発団体が中

心となって、模擬投票などを行ってきたところでございます。 

こうした、従来からの取組に加えて、②の「地域社会に参加する」

という視点、例えばボランティアやインターンシップ等をとおして、

生徒の社会参画意識を醸成し、社会の一員としての自覚を高めるため

の取組でありますとか、③の「自分で考え判断する」という視点、つ

まり政治的な事柄に対して、多面的・多角的に考察して、公正に判断

する力を育成するための取組など、新しい視点も示すことで、高等学

校等に対し、主権者教育の積極的な推進を促しておるところでござい

ます。 

それから第２章でございますが、こちらは別冊資料では１０ページ

から２８ページまでとなります。ここでは主権者教育を「効果的に」

推進するための手法を紹介するとともに、各学校が実際に指導する際

の参考となるように年間指導計画の例や、公民科や総合的な学習の時

間における授業実践例１０例を提示しておりまして、この点が特徴で

あるかと思います。 

 それから第３章につきましては、別冊資料の２９ページから３７ペ

ージまでとなりますけれども、こちらは主権者教育を「公正に」推進

するために、指導を行う際の政治的中立性の確保に関する留意点とし

て、現実の具体的な政治的事象を取り上げる場合には、教員が個人的

な主義主張を述べることは避け、公正かつ中立な立場で指導すること

や、一つの結論を出すことよりも結論に至るまでの議論の過程が重要

なこと、また、指導に当たっては客観的かつ公正な指導資料に基づく

ことなどを、国の通知の内容に従って、ポイントを分かりやすく示し

ております。 

 続いて第４章でございますけれども、こちらは別冊資料３８ページ

から４０ページになります。高等学校等の生徒による政治的活動等の

取扱いについてということでございますが、学校の教育活動の中にお

ける場合、あるいは放課後や休日における学校の構内または構外にお

ける場合などに分けて、国の通知の内容をもとに、分かりやすく解説

しているところでございます。 

 また、最後の方でございますが、別冊資料４１ページから４９ペー

ジになりますけれども、主権者教育の進め方や、生徒による政治的活

動等の取扱いに関して、各学校において実際に指導を行う際に生じや

すい疑問点に関するＱ＆Ａを掲載しております。 

このＱ＆Ａは、実際に各学校から寄せられた疑問点に対して答えて

いるものでございまして、今後も学校から新たな疑問が寄せられたよ

うな場合には、Ｑ＆Ａの項目を随時増やしていくということで、蓄積

型とする予定にしております。 

 最後に、今後の予定についてでございますが、本日、御協議いただ
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いた後、頂戴した御意見も踏まえ修正を加えた後、１２月中には各学

校に配付をしたいと考えております。 

 以上、県教委が作成をします主権者教育に係る教員用の手引き「高

等学校等における主権者教育の推進に向けて」（案）につきまして、

御説明をいたしました。案の内容等につきまして、御協議の方をよろ

しくお願いいたします。 

 

 ただいま高校教育課から協議事項１について説明がありました。冊

子がちょっと厚いもので、議案資料に掲載している概要を中心に説明

いたしましたけれども、全体を通しての御意見や御質問がありました

らお願いをいたします。はい、どうぞ。 

 

こういうものが山口県で作られてるっていうのは、先生にとって

も、学校とか生徒さんにとっても嬉しいことなんじゃないかなと思い

ます。方向性が定まっていて、とてもいいことだと思います。 

本当は、日本全体として、共通の教科書ができたら一番いいかなと

は思うんですけれども。先生のマニュアルとして共通のものがあった

方が教えやすいし、県によるばらつきとかもなくなるんじゃないかな

と思うので。 

あと、Ｑ＆Ａのなかの４３ページのＨＲの役員選出等もやってみて

もいいのかということで、本物の投票箱等を使って実施する等の工夫

もいいんじゃないかということが書いてありますが、その方法はとて

もいいなと感じました。小学校でも中学校でも同じように役員さんと

かを決めるので、小さい頃から主権者教育の１つの一環として取り入

れていく１つの方法になるんじゃないかと感じました。 

 

はい、ありがとうございました。何かありますか。はい、どうぞ。 

 

主権者教育を小中学校の児童生徒の頃から進めていくことが大切で

はないかという御意見であったと思いますけれども、この手引きにつ

きましては、市町教育委員会の方にも送付をいたしまして、小中学校

の方でも、主に社会科の授業等で先生方には指導の際の参考にしてい

ただければというふうに思っております。 

 

他に何かございますか。はい、どうぞ。 

 

以前から思ってたことなんですが、若い人の投票率が非常に低いと

いうことですね。日本っていうのは他の国に比べてすごく平和で、自

由で、民主的で、人間が擁護されて、すごく素晴らしい国だと思うん

ですね。それを私たちがこれからも守っていかなければならないわけ

ですが、主権者たるものが投票をしないということは、非常にゆゆし
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きことですよね。 

そうした中で投票に行きましょうとかですね、街宣車なんかでやっ

てますけれど、はたしてそれだけで選挙にいくんだろうかなんて気持

ちを持っていたわけですが、今回、選挙権が１８歳からになるという

ことで、山口県ではこういう手引きを作られたということですね。 

山口県独自の手引を作られたということですが、この点は非常に良

かったと思います。何て言いましょう、これに限らずなんですが、そ

れぞれ地域や地域独特の色々な個性といったようなものがあると思う

んですね。だから、例えば主権者教育にしても、例えば２番目の「地

域社会に参加する」、この点は、まさに山口県で１番推進しているコ

ミュニティスクールなんかを利用していけることだろうと思うんです

ね。 

そういう意味では、山口県がこの手引きを作ったということは素晴

らしいことだし、またこれによって本当に投票率が上がるんじゃない

かなと期待してるわけです。 

また、例えば３番目の「自分で判断する」ということでございます

が、日本人は欧米の人に比べたら、こういう部分がちょっと弱いんじ

ゃないかと思うんですね。そういう意味で、こうした点も主権者教育

の中に取り込んでいただいて、まさに自分で考え判断するっていう力

を養うということをやっていただきたい。 

それから、これは中々難しいと思うんですけど、公平性というとこ

ろで、何が公平かということです。何事も色々な立場からの見方があ

ると思うんですが、結局を言えば、たくさんの目で見るということだ

ろうと思うわけですよ。 

１人で「自分は絶対中立だ」なんて言ったって、ひょっとしたら社

会全体から見たら、そうじゃないこともあるかもしれないですよね。

そういう公平性の確保という面で、やはり学校であれば数人の先生方

で考えるとか、そういうことも必要なんじゃないかなという気がしま

す。１人だけで、「絶対これが正しいんだ」というんじゃなくてです

ね、色々な人の意見を聞く中で、資料等も揃えてやるということが必

要なんじゃないかなと思います。 

中々難しいことだと思いますけれども、そういうことも考えていた

だけたらなという気がしました。 

 

はい、ありがとうございます。他に何かございませんか。 

 

今の１章ですかね。特徴１、１４ページですが、今のお話にも少し

ありましたが、②の地域社会に参加するということが、山口県の特徴

として挙がっていました。この部分について高く評価をしたいと思い

ます。 

今、選挙に行く人が少ないですよね。自分らが行っても、１票、２
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票程度では何も変わらないという判断をする人が多いからだと思うん

です。そうした中で、社会の仕組みというのを若い時から教えるに

は、やはり高校生から、ボランティアとかインターンシップを通じて

て、学校、家庭以外の社会に接する機会ということが必要なんだと思

います。今も山縣委員さんからお話をもらいましたが、色々な方の御

意見が活動の中で出ると思うんですね。世の中いいとか悪いとか、仕

組みがいいとか悪いとか、税金が高いとか安いとか、そういうものを

含めながら、自分たちがそれを基に勉強する形が進んでくるんだろう

と思うんです。 

もちろん学校でも、基礎的なことは今までやっておられるとは思う

んですが、それだけでは広がらない部分が、この手引きを作ったこと

によって広がるんじゃないかと、これは大変評価したいと思います。 

色々意見も出ましたが、租税教育というのも小中学校でやっておら

れたとは思うんですが、若い時から社会の仕組みを教えていけば、選

挙に参加するということに繋がるんじゃないかと思います。 

それと一番心配しているのは、最後にありますが、生徒の政治的活

動ということです。これも先ほど説明にありましたが、ＳＮＳやイン

ターネットを通じた活動について、ちゃんと規則というのは教えるこ

とになると思うんですが、実際にどのように利用していくのかを見て

いく必要があると思います。私たちは年を取ってなかなかついていけ

ない部分があるわけですが、その辺の教育と言いますか、指導を、世

の中全体を見ながらしていかないといけないと思うんですが、その辺

も考えていただきたいと思います。 

これから色々と課題などもでてくると思うんですが、事例を蓄積し

ながら進めていってもらいたいと思います。 

 

はい、ありがとうございます。まだまだ本当は実際にやってみると

思いもよらない例が色々と出てくるだろうとは思います。 

その辺りは皆で協力しながらやって、不安なところはまた検討する

という調子で、積み重ねていきたいなと思っています。 

他にございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

いいですか、また。すみません。選挙権が１８歳からということが

法律で決まりましたので、これに伴って、こういった手引きが山口県

にいち早くできたというのはとてもありがたいと思います。 

何故ありがたいかと思うかと言いますと、先生方も授業の中でどの

ように取り組んでいいかというのも、何もなくては考えることもでき

ないし、対応もできないと思いますので、国の方針がきちんと決ま

り、それに伴って山口県らしさもこの中に取り込んでこういった形の

ものを作っていただいたということは、教員自体もとっても助かるこ

とだと思いますし、子どもたちを育てている親としても、やはりこう



- 15 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いった方向性がきちんと決まったということは、安心できることでは

ないかなと思います。 

ただし、今からやっていくうちに色々な問題がどんどん出てくると

思いますので、先ほど課長が話されましたように、Ｑ＆Ａはどんどん

数が増えて、いろんな形の問題が起きて、それを解決しながら、今か

ら一歩一歩前に進んでいくものだと思いますので、それを解決するた

めには、ずっと教育委員会のなかでしっかりと、一つ一つの意見を大

切に、考え方を大切にしながら、前に進んでいっていただきたいなと

思います。 

それとやっぱり選挙権を持つことができるっていうことは、若者た

ちが自分たちの社会は自分たちが作るんだという思いをしっかり持て

るような、授業の中にもそういった思いが持てるように、大人である

私たちが次世代を担う子どもたちを育てて、その社会の器を作るって

いうのも大切かもしれませんけれども、自分たちの力で自分たちの社

会をきちんとつくり上げようっていうような、そういう気持ちを持て

るような若者を育てるのは、私たちの今からの仕事の大きな役割じゃ

ないかなというふうに思います。 

せっかくこういった、いい機会をいただいたんですから、それを是

非役立たせていただきたいと思います。それと先生方、そして子ども

たちはそれでいいと思いますけれども、それを取り囲む社会全体、特

に親御さん、それから地域の方、こういった方にもこの主権者教育と

いうことをしっかり定着させていく必要が私はあるんじゃないかと思

うんです。皆でやっていかなきゃいけないことだと思いますので。 

そうなるとまずＰＴＡの研修会とか、コミスクとか、そういったも

のと連携しながら、何かの時にこういったものを県の方では作りまし

たと、地域全体、山口県全体に手引きを周知していかないといけな

い。ただ、これちょっとややこしいんですよ。もう少し簡素化して、

説明がしやすいようなものにして欲しいなと思います。 

やはり山口県の皆さんにこれを定着させるような、もう少し具体的

にわかりやすいものを少し、１本でも作っていただいて、そういった

大人の研修会にも役に立たせるような形に持っていったらどうかなと

思います。特にＱ＆Ａなんか今からどんどん出てくると、大人たちが

まず迷うんじゃないかと思いますから。その辺でサポートしてあげら

れるようなものを考えていただくといいと思います。 

まずは、この資料ができたことはとてもありがたいことですし、嬉

しいことですから、これをベースに今からどんどん新しく持っていっ

ていただきたいなと思います。それからこれを見ますと、高校１年生

から授業の中で取り組む、高校３年生までこういった授業や取組が行

われると書いてありますよね。高校に入って選挙権の有無に関係なく

授業の中でこういったことを考えられるような学生を育てるというこ

とは、とても良いことだと思いますので、是非これはいい形で進めて
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いけるように、よろしくお願いしたいと思います。 

 

はい、ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 

 

全体的には山口県が他の都道府県に先立って手引きを作って、教員

の人たちがそれを利用しながら教育していくという姿勢は、非常に良

いことだと思います。 

ただ、例えばですね、個別のいろんな性格の問題が出てきますよ

ね。例えば安全保障であるとか、大きな赤字の問題とかですね、非常

に大きな課題があって、これへの対策が各党によって相当違うわけで

すよね。その時に、通り一遍の説明ぐらいは、教員の方でできると思

うんですけど、ちょっと突っ込んだ形になると、これはとてもじゃな

いけど、そこまで充分な説明ができないと思うんですね。 

つまり、相当専門的な知識を持たないと、対処できないような大事

な問題がいっぱいありますよね。そういうときに、場合にもよるんで

すが、そういう専門的な知識を持っている人の知恵を借りるというこ

とが必要だと思います。あるいはコミュニティスクールの中で、地域

にそういう人がおられたらそういう人の考え方を聞いたりとか、そう

いうことが出来ればと思うんですけど。 

だから、その辺りは、ちょっと心配なんですね。ものすごく大きく

て大事な争点になるようなもので、必ずしも解決できるような解答が

ない問題はいっぱいありますよね。例えば、一千兆円を超える借金を

これからほんとに返せるのかなという、これに回答ができる人は多分

いまいませんよね。こういう話が出た時にですね、もう分かりません

ということで、済ませてしまうのかどうかという所がたくさんあるん

じゃないかと思うんですけど。いかがですか。 

 

ただ今御指摘いただきましたですね、現実の、特に具体的で政治的

な事象についてはですね、本当は種々の御意見があるというふうに考

えています。そうしたものを取り上げる際には、いろいろ指導上配慮

すべきことというのが、手引きの中では第３章に資料等の取扱いだと

か、あるいは教員が個人として自分の意見について述べることはどう

かとか、そういったこともＱ＆Ａの形で示しております。 

それから御指摘のように、教員の指導だけでは専門的なことについ

て、中々説明が難しい部分も確かにあると思います。そういった意味

から、政治的中立性を確保しながら、外部の専門家等に学校に来てい

ただいて御指導を願うといった場面も大いに想定をされるところでご

ざいます。そういった地域の方々の色々なお力添えもいただきなが

ら、学校において積極的、効果的、そして公正にという姿勢を持って

主権者教育を進めて行けたらと考えています。 
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はい。中々答えの出ない問題というのは多いと思うんですよね。答

えの出ない問題について全て教員が指導するかということもあります

が、大切なのは偏らない幅広い情報を生徒に持ってもらいながら、最

終的には子どもたちが自分の考えで判断する。そのための材料をバラ

ンスを取って、偏らないように子どもたちに与えていくということだ

ろうと思ってはおります。実際はなかなか難しいことだとは思ってま

すが。 

 

私も、とりあえず出発して、どういうふうな状況が生まれるのかと

いうことを見ながら、今後、具体的に対応されればそれでいいと思い

ます。 

 

はい、他によろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

 

意見じゃありませんが、今回、この別冊資料の表紙についているイ

ラストは何か意味があってこういうふうにされたんですか。ちょっと

聞いてみたいなと思いまして。 

 

ワーキンググループの方で、この手引きを作成してもらって、それ

から色々な方に御協議いただいたわけでございます。それで、作成担

当者の思いとしましてはですね、これからの山口県、あるいは我が国

日本を担う若者、これを大空に羽ばたく鳥に表して、鳥が実社会への

窓、そこから躍動的に飛び立っていく、その様を表している、という

ふうに聞いております。 

 

はい、よろしいでしょうか。 

それでは、先ほど説明があったとおり、いただいた御意見も踏まえ

ながら、最終的に調整をして可能であればできるだけ年内に多くの人

に届くように配布していきたいというふうに思っております。ありが

とうございます。それでは、協議内容のとおりに進めていただきたい

と思います。 

 それでは、次に意見交換に移りたいと思います。本日の意見交換は

「教員採用候補者選考試験における志願者確保、それから実践的指導

力を有する教員志願者養成のための取組」、ということでテーマを掲

げております。まず教職員課から説明をお願いします。 

 

それでは、「教員採用候補者選考試験における志願者確保と実践的

指導力を有する教員志望者養成のための取組」について御説明をいた

します。 

説明に用います資料については、現在スクリーンに映し出されてお

りますけれども、パワーポイント、これを印刷した「別冊資料１」
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と、説明の中で出てまいります取組の要項等をまとめた「別冊資料

２」を準備しております。説明は、「別冊資料１」を用いて行います

けれども、「別冊資料２」についても後ほど御覧頂けたらというふう

に考えております。 

それでははじめに、「本県の現状」について御説明をいたします。

まずは、教員採用候補者選考試験における最終倍率の推移についてで

ございます。御覧のグラフは、全校種等のもので、近年、受験者数

は、１，５００人前後で大きな変化はなく推移をしているところでご

ざいますけれども、採用予定者数は年々増加しており、その結果、最

終倍率は年々低下してきております。その傾向は、特に小学校におい

て顕著でございまして、受験者数は４５０人前後で推移していますけ

れども、採用予定者数が急増していることに伴い、最終倍率が大幅に

低下し、今年度実施の採用試験では２．２倍となりました。 

このように採用予定者数が増加しておりますのは、本県公立学校教

員の年齢構成に起因しております。御覧のように５０歳以上が非常に

多く、全体の４５％を占めており、今後、7、8年後に退職者数のピー

クを迎え、大量退職・大量採用がしばらく続くこととなる見込みでご

ざいます。教職員の大量退職・大量採用を迎える中、学校を取り巻く

環境は、今後も急速に変化することが予想されます。 

このため、これまで以上に、教育に対する高い意欲と指導力を有す

る教職員の育成はもとより、本県の次代を担う人材養成・採用や、経

験豊かなベテランの教職員としての知識や技能を若手に継承する体制

づくりなどが求められています。 

これらの取組は、学校、市町教育委員会、県教育委員会が一体とな

って取り組むことが必要であることから、「教職員人材育成基本方

針」を平成24年3月に策定をいたしました。この基本方針の中では、

「山口県が求める教師像」として、本県の教員に求められ期待される

資質能力を御覧の内容で示しておりまして、これは教職生活全体を支

える土台となるものと考えております。 

また、この基本方針では、キャリアステージ（教職経験）ごとに求

められる教員の役割や資質能力を示しており、若手教員に求められる

資質能力としては、「実践的指導力」や「教育に対する使命感や情

熱」などを挙げております。先ほど、採用予定者数の増加について述

べましたけれども、採用予定者に占める新規学卒者（新規学校卒業

者）の割合については、こちらも年々上昇しておりまして、特に小学

校においては、今年度実施した教員採用試験で、半分を超えることと

なりました。 

ここまで、本県の現状を説明してまいりましたけれども、「採用見

込者数増加による最終倍率の低下」や「採用予定者に占める新規学卒

者の割合の上昇」という喫緊の課題への対応のため、実践的指導力を

有する教員志願者確保が急務でございまして、これまで「教員採用候
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補者選考試験における志願者確保の取組」及び「実践的指導力を有す

る教員志願者養成のための取組」を行ってきたところでございます。 

次のシートから、それらの取組について御説明をいたします。 

まず、「教員採用候補者選考試験における志願者確保の取組」につ

いて、「教員採用候補者選考試験の改善」と「志願者確保の推進」を

行ってきております。 

「教員採用候補者選考試験の改善」については、「年齢要件の引き

上げ」と「特別選考及び試験の一部免除の実施」を行ってまいりまし

た。 

「年齢要件の引き上げ」については、先ほど見て頂いた教員の年齢

構成のアンバランスを解消するため、順次引き上げを行っておりま

す。今年度実施した教員採用試験から、全ての校種・教科等について

年齢要件を、試験実施年度末において49歳以下といたしました。 

「年齢要件の引き上げ」については、年齢構成のアンバランスを解

消するだけでなく、経験豊富な臨時的任用教員や多様な経験を積んだ

社会人等の人材を確保することにもつながっております。 

次に「特別選考及び試験の一部免除の実施」については、豊かな経

験や優れた知識・能力を有する多様な人材の確保を図ることを目的と

して実施しております。 

「特別選考」については、今年度は、社会人特別選考やスポーツ・

芸術特別選考など、５つの区分において実施をいたしました。 

また、「試験の一部免除」については、第一次試験免除と第一次試

験における教職専門の試験の免除を実施いたしました。他県における

本採用教員を対象とした試験の一部免除については、優秀な人材の確

保の他に、本県の採用者数が少なかった時期に他県で採用された本県

出身者のＵターン、これにも一役買っているというふうに考えている

ところでございます。 

次に、「志願者確保の推進」についてです。「志願者確保の推進」

については、ＵＪＩターン促進に向けて「やまぐち教職ガイダンス」

及び「大学等訪問の強化」の取組を、また、教員志望者拡大に向けて

「高校生のための教職セミナー」及び「若手教員ボランティアリクル

ーター」の取組を行っています。まず「やまぐち教職ガイダンス」に

ついてでございますが、対象を県内大学に学ぶ多くの他県出身者や、

県内高校から他県に進学した学生、また、県外の本採用教員及び臨時

的任用教員として開催をしているところでございます。 

実施内容はお示ししているとおりですが、中でも、現職教員の体験

談については、参加者に実施したアンケートにおいて90％近くの者が

「おおいに役に立った」と回答しており、好評を得ております。5月に

は教員採用試験の実施要項の発表に合わせて「教員採用試験説明会」

として県内外14か所で開催をし、716人の参加者がありました。 

また、大学において次年度の教員採用試験に向けたガイダンスが始
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まる11月～1月にかけて県内外14か所で開催することとしております。 

次に、「大学等訪問の強化」についてでございます。訪問先につい

ては、本県教員採用試験の受験者や県内高校からの進学者の多い大学

について重点的に訪問をしております。また、今年度から、教員志願

者の集まる公務員学校にも訪問を開始したところでございます。訪問

時期は、３月の教員採用試験大綱発表や先ほど御説明いたしましたガ

イダンスに合わせて訪問を行っているところでございます。 

次に、「高校生のための教職セミナー」についてです。これは学校

の先生になりたいと考えている県内の高校生を対象に、夏休みに実施

をしております。セミナーでは、若手の現職教員を囲んでの座談会も

実施しており、参加者からは「現場の若い先生の生の声を聞けるの

は、身近で大変良かったし、刺激にもなった。」、あるいは「学校の

先生になるということを改めて目標として、これから頑張っていきた

い。」などの意見を頂いているところでございます。 

また、参加者は高校生だけでなく、多くの保護者にもご参加いただ

きました。この取組は、平成25年度から開始をしておりまして、セミ

ナーに参加した高校生は、まだ大学生でございまして、教員採用試験

の受験年齢に達しておりませんけれども、将来、本県の教員採用試験

を受験してくれることを期待しているところでございます。 

次に、「若手教員ボランティアリクルーター」についてです。他の

取組が、広く周知を行った中で興味を持たれた方が参加する取組であ

るのに対して、この取組は、若手教員等がもっている大学、あるいは

学生などのネットワークを活用して、大学の後輩等に対して、山口県

教育の魅力について積極的、直接的な情報発信を行い、志願者拡大を

図る取組でございまして、今年度から新たに実施しております。５月

には、採用１年目の教員に対して、リクルーターとしての協力の依頼

を行いました。また、12月27日・28日、２日間にわたって実施をしま

す来年度新規採用予定者研修会において、次年度の採用予定者にも協

力を依頼する予定としております。以上により、教員志願者拡大に向

けて取り組んでいるところでございます。 

次に、実践的指導力を有する教員志願者養成のための取組について

です。実践的指導力を有する教員を確保するためには、教員になる前

の教育は大学、教員になった後の研修は教育委員会というこれまで多

く見られた枠組から脱却し、教育委員会と大学との連携による取組が

重要であると考えております。そのため、「山口県教員養成等検討協

議会」というものを設置するとともに、「山口県の教師塾」を実施す

ることにより養成段階の取組の充実を図っております。 

まず、「山口県教員養成等検討協議会」については、本県の教育の

振興に向けて、本県教育の担い手である教員の養成や採用及び現職教

員の育成など、教育委員会・学校と大学等が連携した取組を進めるた

め、平成２５年度に設置したものでございます。委員は、教員養成課
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程を有する県内全ての大学等から推薦された委員や市町教育委員会、

公立学校関係委員などで構成されています。この協議会では、御覧の

ように教員の養成、採用、現職教員の育成について協議を行ってお

り、平成25年度は２回、平成26年度は4回の会議を開催し、今年度は3

回の開催を予定しております。この協議会の中で、次のシートで御説

明いたします「山口県の教師塾」についても、取組内容の充実や検証

等についての御意見を頂いているところでございます。 

次に、「山口県の教師塾」についてです。「山口県の教師塾」で

は、御覧の３つの取組を一連の流れとして位置付け、養成・採用を一

体化して取り組んでおります。まず「教員をめざす学生の学校体験制

度」については、教員を志望する学生、大学１、２年生及び短期大学

１年生が学校現場で体験活動を行うことで、教員という仕事の魅力を

実感し、教育に対する意欲の向上を図ることを目的としております。

年々参加者が増加しており、特に今年度については、山口大学教育学

部が、この制度を大学のカリキュラムの一部に組み込んだため、急増

いたしました。参加した学生からの「先生方が熱心に御指導されてい

る姿を見て、教員になりたいという思いが強まった。」という意見だ

けではなく、学校サイドからも、「学校現場での人材育成が如何に喫

緊の課題であるかを意識する契機となった。」という意見も頂いてい

るところでございます。 

次に、「山口県教師力向上プログラム」についてです。対象を大学

３年生及び大学院１年生として、優れた教育実践を学ぶ場を提供し、

大学で身につけた専門的知識の具現化を図ることにより、実践的指導

力を養うことを目的としております。今年度は、本県公立小学校の教

員を強く志望する者３２人を受講者としてプログラムを実施している

ところでございます。 

プログラムの受講の出願に当たっては、「教員をめざす学生の学校

体験制度」を学長等の推薦基準の一つとしており、小論文と個人面接

による選抜試験を実施しております。プログラムの内容については、

いじめや問題行動等の教育課題に対する理解を深めるとともに、児童

生徒理解や授業づくり等の実践的指導力を高めるための「教師力養成

講座」と、大学の講義や教師力養成講座の内容の具現化を図るための

学校体験を行う「教師力養成体験実習」からなっています。このよう

な取組を通して、受講者の実践的指導力が培われるだけでなく、受講

者同士が互いに学び合う仲間となり、プログラム以外の研修の場にも

積極的に参加するなどの様子も見られておりました。プログラムの修

了者については、次年度の教員採用試験において先ほど御説明をいた

しました「山口県教師力向上プログラム修了者特別選考」の対象者と

しているところでございます。 

最後に、「採用前教職インターンシップ」についてです。この取組

は、対象である大学４年生や大学院２年生といった新規学卒の採用予



- 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山 縣 委 員 

 

 

 

教 職 員 課 長 

 

 

 

 

 

 

定者が、自信をもって４月から教壇に立つことができるよう、学校に

おいて教育実践を積むことにより、教職への適応力を高めるととも

に、教員に求められる実践的な指導力を培うことを目的としておりま

す。今年度は小学校だけでなく、一人職の職場の多い養護教諭採用候

補者も対象といたしました。参加者からは、インターンシップにおい

ては、学校体験制度や学校支援ボランティア、教育実習では経験でき

ない、職員会議や校内研修会、校務分掌等の様々な業務に携わること

ができ、教員の仕事を具体的にイメージすることができたと高い評価

を得ております。 

以上、「教員採用候補者選考試験における志願者確保」と「実践的

指導力を有する教員志望者養成」のための取組について御説明をいた

しました。これらの取組について更なる改善・充実を図りたいと考え

ておりますので、委員の皆様に御意見をいただきたいと思います。 

また、先ほど高校生教職セミナーというのもありましたけれども、

教員志願者拡大のためは、教員になりたいと強く思う子どもをさらに

増やす必要がございます。そのためには、どのようにすればよいか、

併せてお考えをお聞かせいただけたらと思います。どうぞ、よろしく

お願いいたします。 

 

ただ今、教職員課より説明を申し上げました。長くなりますので繰

り返しませんけれども、３点にわたって御意見を伺いたいと思ってお

ります。 

志願者確保のための取組、それから実践的指導力を有する教員志望

者養成のための取組、最後は教員になりたいと強く思う子どもたちを

さらに増やすその方法、ということで３つお示しをしておりますけれ

ども、これを分けて一つ一つについて御意見を聞かせていただくとち

ょっと長くなりますので、その３点、どの点からでも結構ですから、

各委員さんのお考えをお示しいただけたらと思います。 

よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

質問なんですが、教員志願者の数はほとんど横ばい。その中でどん

どん採用するので倍率が落ちたということですが。倍率が落ちると登

録される方の資質能力っていうのはやっぱり落ちてくるんですか。 

 

教員採用選考試験における選考については、山口県が求める一定レ

ベルのものがちゃんと担保されている前提で選考しているところでご

ざいますので、これによって質が落ちるとは考えてはおりません。 

ただし、先ほども申し上げましたけれど、新規学卒者というのが増

えておりまして、大学生からすぐに教員になる場合が増加していま

す。最近、教育を取り巻く環境、種々の課題がございますので、それ

にすぐに全て対応するということはなかなか難しいという中で、教員
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養成についてもですね、今まで大学でやっていたものを大学と教育委

員会、ここが連携をして取り組んでいくという取組を行っているとこ

ろでございます。 

 

少子高齢化の中では、これ教員だけの問題ではないと思うんです。

で、これはまた別の問題として年金問題なんかありまして、定年が６

５歳なんですね。今もう７０歳までなんてのは、この前も生涯雇用制

度っていうのがありましてですね、そのセミナーを聞いてみると、要

は７０歳まで働けるということなんですよね。私なんかは別に働いて

いるわけですし、７０歳過ぎても働こうと思っているわけですけれど

も。あれですか、教員の方は６０歳ということは国の決まりか何か

で、それ以上は嘱託とかそういう形しかないということなんですか

ね。 

たまたま別の話で、パートタイマーを募集したんですね。その中で

６０歳の教員の方がいらっしゃいました。履歴書を見ると高学歴でし

て、もったいないなと思うようなことなんですけど、充分働いていけ

るような感じの人だったので。だから、そういうのは何か国の決まり

か何かがあって、それは出来ないんだとかそういうことなんですか。 

 

現在、教員に限らず公務員について、国において定年後をどうする

かということも含めて検討がなされているところでございます。実際

には、いま定年が６０歳でございまして、６０歳で退職をするんです

が、御存知のように年金の支給開始年齢がですね、現在定年退職した

後すぐに支給されなくなってます。これが今後、段階的に６５歳まで

引き上げられるというなかで、その間の生計の問題もございますの

で。これは国においても同様なんですが、山口県においても、それか

ら山口県の教育委員会においてもですね、いったん定年退職はするん

ですけれども、再任用制度というのがございまして、本人が希望する

場合は、引き続き教員として勤務していただくと。一応これを６５歳

まで考えてるところでございます。 

 

もうこれ、やられているんですか。 

 

はい。やっております。 

 

では、６５歳まではだいたい本人の意思があれば働く、いわゆる教

職に就かれているということでいいんですね。 

 

はい。 

 

これ校種によってなかなか難しいところがあるんですけれども、基
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本的に今のところ６５歳まで毎年希望を取ることになっているんです

が、希望があれば働ける状況にはございます。ただ今後、ここが増え

すぎると新規の教員が取りにくいということもありますので、その辺

も睨みながら、今後制度を運用することになろうかと思います。 

現状としては、高校の教員辺りは結構この再任用希望者っていうの

は多いんですが、特に小学校辺りでは、やはり子どもたちと一緒に走

り回るということも要求されるということもございますし、希望者は

高校に比べるとずいぶん少ないという状況がございます。 

 

はい、どうぞ。 

 

私はここに書いた山口県が求める教師像というのがとても素晴らし

いと思う。こういう教員がすべてだったらいいのに。１００％素敵な

人材が集まるといいなと。こういった教員像の目標を立てて、しっか

り進んでいただきたいと思うんですが、ちょっと２、３気になる点が

あります。まずその１つが、特別選考の件ですけれども、この特別選

考というのはとても素晴らしい方たちを採用していると思っていま

す。 

ただ、山口県の場合は、これで採用される数が非常に少ない。それ

をもう少したくさんの方が採用できるような活動といいますか、もっ

と充実させてほしいんですよ。そうすると山口県の教員の資質も向上

すると思うんですよね。だから、ここをもう一回ちょっと見なおして

欲しいなと思います。たくさんの方が採用人数も決まっているのにそ

の枠まで到達していないというのが今の状況みたいですから、それが

募集数まで到達するような形でここちょっと見直しを１つお願いした

いなというのが１つです。 

それからですね、臨時の教職員っていう方がいらっしゃいますよ

ね。しかし、子どもたちを預けている保護者とかそういった方から見

ると臨時教員でもとても素敵な方がいらっしゃる。以前、ここで聞い

たことがあるんですけど、試験でいい点数を取れなかったら採用はど

うしても無理なんですよっていうお話を伺いました。しかし、そうい

うふうにとてもいい職員がいらっしゃるなら、何とかして、そういう

方がしっかり勉強して採用できるような形、システムと言いますか、

そういったものがどうにかできないかなと思います。もったいない気

がするんですよ。子どもたちにもとってもよくして下さる保護者の評

判がいい、そういった試験だけじゃなくて人間性で採用できるよう

な、そういった方法っていうのも作っていただけると、とてもありが

たいなという思いを、それを前から持っております。 

それとやっぱり、今の話との関わりもありますけれども、成績って

いうのは一番大切かもしれませんけれども、子どもたちに関わる点で

やはり人間性、コミュニケーション能力といったもの、それと保護者
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とかの色々な方とのコミュニケーション、生徒との関わりとか、そう

いったことができるような形を是非取っていただきたいので、面接を

増やすとか、今は面接は１回か２回かもしれませんけれども、そうや

って集団面接、個人面接等色々な形での採用の仕方ですとか、そうい

ったものをちょっと工夫していただきたいです。 

やはり成績だけじゃなくて、人間性豊かな方を山口県の教員として

お迎えしたいと思いますので、それをお願いしたいと思います。 

それともう一点はですね、どうしたら子どもたちが教員になろうと

思うか、という点なんですけれども、我々も小さい時に素敵な先生に

なりたくて、私あの先生のような教員になりたいという夢を持ってい

たんです。ですから今現場で働いてらっしゃる先生方、皆さん素晴ら

しいと思いますけれども、やっぱり魅力のある教員に。そういう人た

ちがどんどん増えることによって、若者たちも自分たちも教員になっ

て教壇に立ってみようとかいう思いを持つ若者も増えるんじゃないか

と思いますから、その辺をちょっと、少し考えてみるとまたいいんじ

ゃないかと、魅力のある先生大歓迎です。よろしくお願いいたしま

す。 

 

はい、どうぞ。 

 

御意見どうもありがとうございました。特別選考の充実というとこ

ろについては、岡野委員さんが言われたように、特別選考によって採

用される数が確かに少ないという現状がございますので、今後、改善

も含めて考えていきたいと思っております。 

それから臨時的任用教員でございますけれども、仰る通り現場で評

価の高い教員をということがありますけれども、一応公務員について

は地方公務員法の２２条に臨時的任用教員は正式任用に際して、いか

なる優先権も与えるものではないということで、選考に当たって優遇

することは禁止されております。この中で各県とももろもろの工夫を

行っておりまして、山口県で行っている工夫としたら現在そういうふ

うに臨時的に任用されている方については、教職専門等については、

そういう能力については、担保ができるということで、そういう試験

の一部免除というのを実施しているところでございます。 

面接については基本的に一次、二次を通して集団面接が２回、個人

面接が１回、このなかには模擬授業も含まれていますけれども、計３

回ほど実施しております。臨採の方々については、こういう面接のな

かで日頃の経験を語ることによって、その辺りのところが発揮してい

ただけるのではないかというふうには考えておりますけれども。これ

がおそらく山口県だけではなくて、全国的にも同じ悩みっていうのは

抱えていると思いますので、今後他県の取組等も注視をしながら工夫

できるところがあれば工夫をしていきたい、と考えております。 
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それから人間性とコミュニケーション能力とかっていうのはまさに

その通りだと思いまして、そのために３回。特にコミュニケーション

能力を見るためには集団で、討議の中でどう関わるかというところを

見ることが重要ということから、集団面接については一次も二次も実

施しているというところでございます。今年度もそこを、特に最近採

用者が増えている小学校についてはですね、じっくり見ていこうとい

うこともございまして、昨年度まで２日間で行っていた教員採用試験

を、小学校についてはプラス３日行って、面接を重視して実施をして

きてるところでございます。ただ、限られた中で、一人の人間をどう

見るかという非常に難しい課題を抱えておりますので、これについて

は今後もいろいろな御意見を聞きながら、工夫をしていきたいと思い

ます。 

最後言われた魅力的な教員はまさに私もその通りだというふうに考

えておりますので、そういう教員を採用できるように、また採用した

教員はそういう教員になれるように、今後とも努力をしていきたいと

いうふうに思っております。どうもありがとうございました。 

 

はい、他にありましたら。どうぞ。 

 

あの、まとめた話になるんですが、いま受験者数が変わってなくて

倍率が下がっていることに問題があるということで、受験者を多くし

たいということがあるんですが、少子化の中でこれは産業を含んでそ

うなんですが、なかなか増やすということは難しいんじゃないかと思

うんですね。我々だったら２倍もあるのかという感覚もあるんです

が、一定の資質のある人が合格するということで、能力的には問題な

いと思うんですが、学校の先生が働き始めると、即、一人前というこ

とで、普通の企業でしたら２年、３年は勉強させながら、給料は出し

とるけどまあいいやということで、そうやって各段階で知識を身に付

けるということでやっておるんですが、学校の先生ってのはそういう

わけにはいかなくて即ということで、非常に難しいと思うんです。 

今、教師塾ということで色々聞きましたが、その数を増やす、こう

いうような数を増やすとか、問題はインターンシップですね。特に半

分以上の方が卒業してすぐということなんで、ずいぶん時間があるん

で、いま５日以上ぐらいとか書いてありますが、もっとそれを長くで

きる方法があって、実体験に近いものをですね、学校で習う以外のと

ころで、実施されたら先生方の自信にもつながりますし、いいんじゃ

ないかなと思っております。僕は理科系なんですが、卒論が済んだら

半年ぐらい何もすることがなくて、自由な時間が多かったんですが、

教育学部の関係がその辺どうなっているのかわかりませんが、そんな

時間を使ってやれば、とりあえず新卒の合格者に対してはインターン

シップなど進んでいくんじゃないかなと思っております。 



- 27 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

石 本 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、先日ある工学部の、学年の工学部の先生とお話する機会があ

ったのですが、我々地元になかなか就職してもらえないとのことでし

た。先ほど中田委員さんが言われた話でも今就職先がないんだと、で

もそんなこと全然ないんです。我々の方からすると、もうどんどん求

人を出しているんですが、なかなか希望を出していただけないという

のが実情でございます。それが給料の問題や働く環境の問題、福利厚

生の問題なんかで中々来てもらえないのかな、と考えています。 

ただ、先生方のお話だと、いやいや地元は３割減でも大丈夫だとい

うことなんですが、やっぱり学生たちに、お前は地元に入れとは言え

ないし、一般論の話の中で子どもたちの意識を地元に向けるという非

常に難しい状況で対応をされてるんだと思います。 

そうしたことを考えると、やっぱり給料、それから福利厚生が大事

なんだろうなと思います。他にも自分のやりたい仕事もあるんでしょ

うが、実は今頃の若者は、我々の商売で言えば、大きなダムとかトン

ネルを作ろうという、海外でやろうという希望を持っている人が非常

に少なくなっていると。そういったことよりも、国内の大きな会社、

一部上場企業で給料をもらって福利厚生しっかりした中で定年まで何

とか、ということを選ぶというふうに言っておられるのを聞くと、先

生方も大変に多忙であるという話も巷で聞きますので、少し職業の内

容がですね、例えば先生ってまあまあ時間があっていいなっていうこ

とがあれば希望が増える可能性があるのではないかと思います。 

 

ありがとうございました。他にはございませんでしょうか。はい、

どうぞ。 

 

志願者増やしたりとか、良い先生を増やしたりの取組がたくさんさ

れてると思うんですけど、１８ページの高校生のための教職セミナー

が高校生に限定されているのは何故かなと思いまして、中学生でもや

っぱり聞きたいっていう人があって、内容がそこまで難しいものでな

ければもうちょっと広く開放してあげてもいいのかなと思いました。

中学校の勉強も下地として大事ですし、この頃から将来の夢を維持し

て、将来に向けて勉強していただけるお子さんがあればいい先生にな

ってくれるかなと思います。 

あともう一つ、宮部委員さんが言われたと思いますが、インターン

とか教師力向上プログラムとかなる前の養成も色々とされていると思

いますが、やっぱり私も期間が短いと思いました。私は２年間研修し

てもやっぱり不安だったので、やっぱり１回だけだと一週間程度とい

うのは、不安も残っている状態かと思います。その１回目を行ってま

た反省して、それを踏まえて２回目、３回目と取り組んでいけるよう

インターンシップなどを考えられたらいいのかなと思いました。 
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はい、ありがとうございました。他にございませんでしょうか。 

 

さっき言われてたんですけども、学生さんが将来先生になりたい

と、あるいは逆に教育学部に入ったんだけど、一般の仕事に就いて教

員にならないと、そういうふうに将来教員になりたい、あるいは最初

は希望したんだけどだんだんやる気がなくなったとか、色々と判断す

る時に、やはり現実の今働いておられる教員の姿というものを見ると

思うんですね。その時に教員の方が働く姿の評価というのは、やはり

大きく関係しているんじゃないかと思うんです。 

つまり自分たちが小中高とたくさんの先生方にお世話になってです

ね、今の自分があるわけですけれども、その中でやっぱり学生さんが

この先生いい先生だなとか、あるいはこの先生は何という先生だと、

これでも先生かと、自分なりの評価をしていると思うんです。 

その中で、教員というのはやりようによっては非常にしんどい仕事

でもあり、逆にやると非常に楽な仕事でもあると思うんですね。つま

り、やる気があれば色々なこと、最近の山口県コミュニティスクール

とか、そういうことも含めて積極的に関わっていく。他にも将来やっ

ぱり教頭先生、校長先生になって、指導的なこともやってみたいと

か、そういうことに非常に積極的になっている人を評価する仕組み、

ランクと言いますかね、できれば給料にまで反映できれば一番いいと

思うんですけども、そういう区別ができないかなというように思うん

ですね。 

と言いますのは、大学でも今、そういうふうに少しずつやられてい

るところです。 

大学の場合は客観的なもの、例えば、研究業績みたいなものは、こ

れは単にあの人は良い人だ悪い人だ、あるいは一生懸命やっていると

いうことだけじゃなくて具体的な成果が出てくるので評価を行いやす

いという面があるとは思うんですけれども、それでもやっぱり一生懸

命やってる先生にはそれなりの評価をするという仕組みがないと、一

生懸命やろうがやるまいが給料が一緒だというような感じでは、学生

から見た時に将来の仕事として、私一生懸命やっても評価されんのか

なと、あるいは大変なこともあるけど本当はやりたいんだ、というよ

うな人たちを動機付けることが出来ないと思うんです。 

先生方になりたいということを動機付けるにはそういう能力を何と

か評価する仕組みが何かできないかなと思います。これは別に山口県

教育委員会だけの問題じゃなくてですね、全体的なこと、あるいは県

庁などのような職場でも同じような問題を抱えているとは思うんです

けども、今もしそういうようなことが行われているとすれば、どんな

感じのことが行われているのか教えていただければ。 

 

他に御意見はございませんでしょうか。はい、どうぞ。 
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教職員課からは最後に一括して答えてください。 

 

多分、教育というのもどんどん変わっていくと思うんですよね。 

先週の土曜日にコミュニティスクールのフォーラムがありまして、

これからもコミュニティスクールは確実に増えてくると思うんです。

いわゆる学校だけで、先生だけでの教育っていうのは非常に困難な時

代で、やはりああいうふうなコミュニティスクールみたいな形になら

ざるを得ないということになると、今までの教員試験というのは、や

はりその人の学力が大きかったと思うんですけれども、今後は地域に

どんどん出ていって一般の人とコミュニケーションがとれるとか、そ

ういう能力が非常に大事になってくるわけで。とすれば、選考試験も

やり方をこれまでも色々変えていらっしゃるとは思うんですが、やは

り大幅に変えていかないと、多分解決にならないのではないかと思い

ますし。先ほど岡野委員が仰られたように、特別選考枠っていうのを

増やしていくのが良いのではないでしょうか。 

単に学力があるだけでは、あまり将来的というようなことから、ほ

とんど同じことになっているんだろうとは思うんですよね。私が知っ

てる後輩なんかでもですね、十分学校の先生になれるだけの力はある

んですが、試験に受からなくて私立の学校の先生になっているのが１

人いるんですが、だからその辺の所を抜本的に変えていくということ

も必要なのかもしれないって気がするんですけどね。 

特別選考枠っていうのはだいたい何人何人ってそうやってその人数

決めてらっしゃるわけですよね。ということは、枠を増やすっていう

ことはできないことはないわけですよね。 

であれば、社会人特別選考、スポーツなどありますけど、これを増

やしていくことはできるわけですよね。例えば他のまた、能力である

とか、あるいは自己推薦で「私はこうこうこういうことをやりまし

た。私はこういうことが非常に得意で誰にも負けません」みたいな、

そういうのを。小論文と面接だけになるかもしれませんけれども、そ

ういう形で人材を確保することも必要なんじゃないかなという気がす

るんですよね。 

 

はい、それじゃあまとめて。今のさっきの中田委員さんの話と、そ

れから特別選考の枠の話についてお願いします。 

 

まず、選考試験の方からでございますが、特別選考については特に

人数を定めているというわけではございません。基本的に選考は一般

選考と同様に行っているところでございます。人数の枠があるのは、

身体障害者を対象にした特別選考、これについては人数を設けて別枠

選考として実施をしているところでございます。 

選考試験の改善については色々御意見もいただきながら、ここ最近
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毎年のように改善を行っておりまして、この１０年くらいで原型を留

めないくらいやっているところでございますが、山縣委員さん仰った

ことも踏まえてですね、もう一度全体を見直しながら整理をしていき

たいと考えているところでございます。 

それから、インターンシップの増加、日数をもっと増やせばいいん

じゃないかということがございました。これについてはですね、受け

入れる学校現場、こちらは通常は教育活動を行っている中で受け入れ

るということで、学校の負担が大きくなってしまう。それから新卒者

に対して行っていますけれど、新卒者も現役の大学生ですので、そち

らの負担という問題があります。確かにこの日数が長くなれば実践的

指導力という意味ではプラス効果があるということは我々も認識して

おりますので、この点は大学、それから受け入れるサイドの学校現場

と相談をしながら、極力充実を図っていきたいというふうに考えてお

ります。それから、高校生のための教職セミナーについてですが、こ

れは始めたばかりでございまして、昨年度が３回目ということで、大

学生だけに働きかけたのでは数が増えないという中で始めた取組でご

ざいます。先ほど中学生にもということがありましたので、今後その

辺も含めて検討していきたいというふうに考えております。 

それから評価でございますが、これは現在、教職員評価という評価

を実施しておりまして、基本的に教員は年度初めにそれぞれの目標を

立てて、その目標の管理を行うなかで、管理職と面談をしながら進め

ていくという形をとっております。ただ、現在、給与等への反映はし

ておりませんけれども、取組を通して、もちろん管理職と一般職との

意思疎通を図られていく部分というのもありますし、これを通した教

職員の人材育成ということもありますので、今まで取り組んできたそ

の辺の良さも反映しながら、先ほど皆さんが言われているような教員

が一人でも育つように、今後も努力をしていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

 

はい、いろんな幅広い立場からの御意見ありがとうございました。 

いただいた御意見をもとに、今後、また取組を進めていきたいと思

います。それでは、以上で本日の意見交換を終わります。 

 次に、次回以降の教育委員会会議の日程について、教育政策課長か

らお願いします。 

 

それでは、新年１月には２１日の午後２時を予定しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

はい、それでは以上で１２月の教育委員会会議を終わります。 

ご苦労さまでございました。 

 


